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自由討議への意見等について 

 

会派 

議員名 
提出意見 備考 

山水海 １ 今の浜田市議会でのやり方では問題点を把握で

きず、どこに問題があるのか議運で協議の上、要

領案の改正に向けて動く方が良い。 

２ 採決前の自由討議は、否があるときには、なぜそ

うなのか意見をきいて（賛成者より余計に意見

を述べたいでしょうし）それに対して賛成者も

意見をのべる。その後、採決という流れをきちん

と持つべき 

 

創風会 １ テーマを決めて、行うべきではないか。 

２ 視察した福知山市のように、当初予算と決算審

査のあとに、全議員で自由討議をして、執行部に

提言するのも一つの方法である。 

３ 視察した宍粟市（しそうし）のように、全議員で

討議する場合は、秘密会にして意見を言い合う

のも一つの方法。 

４ 議案に対しての自由討議だと、ただ意見を言う

だけで、討議にならないのではないか？ 

 

未来 

※次頁へ 

１ 自由討議については、滝沢市議会が、参考になり

ます。 

 

２ 要領の改正 詳細は次のとおり 

(自由討議の開始) 

第 4 条 

２ 議員又は委員による動議及び発議は、２人以

上の賛成者(発議者を含む)を必要とする。 

→削除（1 人でも可能の扱いとする） 
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会派 

議員名 
提出意見 備考 

未来 (自由討議時間)、(発言の禁止) →追加 

第 6 条 自由討議は簡潔に行うこととし、議長、

委員長は必要であると認めたときは時間や回

数等に制限を加えることができる。→削除 

→１ 自由討議は簡潔に行うとこととし、そ

の時間は、30 分以内とするものとする。 

２ 議員の発言が不適切又は不適当と判断

した時は、議員の発言について注意し、な

お従わない場合は、発言を禁止すること

ができる。→追加 

 

〇鎌倉市議会自由討議実施要項から提案 

(委員会採決前自由討論の実施について提案) 

第４条 委員長は、理事者(市長及び補助職員)の

説明及び質疑に対する答弁を受けた後、議案

や請願等の採決にあたり、自由討議に付すべ

き論点の整理をする。賛否について意見を求

めるものとする。 

２ 委員長は、前項の論点ごとに、争点の有無を確

認する。 

３ 委員長は、争点がある論点に絞り、委員間で自

由討議を行うものとする。 

４ 委員長は、自由討議が終結したと認めたとき

は、委員の意見をまとめた後、議案について採

決する。 

 

超党はまだ １ 自由討議について機能するように、各委員会

での政策協議と政策の論点整理、会派代表者

による調整、議会運営委員会での合意づくり

など、段階を踏み密室ではなく民主的に、24 人

の総参加による互いに合意形成に努力する。 

 

公明クラブ １ 発議または動議は 3 名以上の賛成者が必要と

する。（第 4 条第 2 項） 

 

西 川 議 員 １ 現在の実施要領（案）で問題ないと思います。  

西 村 議 員   
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■要領案における自由討議の課題等（事務局） 

 １ （第 2 条）自由討議の目的と実施する対象の会議について 

   □本会議 

□委員会（常任委員会、特別委員会、議会運営委員会） 

□協議等の場（全員協議会、政策討論会幹事会、政策討論会） 

 

（参考 浜田市議会基本条例） 

（自由討議による合意形成等） 

第11条 議長は、議会は議員による自由な討論の場であることを認識

し、市長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議

員相互間の討議を中心とする運営に努めるものとする。 

2 議会は、本会議等において、議案、請願及び陳情（以下「議案等」

という。）を審議し、結論を出す場合においては、議員相互間の討議

により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、市民に対する説明

責任を果たすものとする。 

 

 ２ （第 3 条）自由討議の対象案件 

   □市長提出議案 

   □請願 

   □陳情 

   □（全員協議会）重要課題 

 

 ３ （第 4 条）自由討議開始条件 

   □開始方法（動議、発議） 

   □成立人数 

 

 ４ （第 6 条）自由討議時間等 

   □制限時間の有無 

   □発言回数制限の有無 
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浜田市議会自由討議実施要領（案） 

(趣旨) 

第 1 条 この要領は、浜田市議会基本条例(平成 23 年浜田市条例第 34 号)第 11 条に規

定する自由討議の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(自由討議の目的及び実施) 

第 2 条 自由討議は、問題点を浮き彫りにし、さまざまな観点から論点を整理し、議

員間及び委員間の理解を深めるとともに、議員の政策立案等に係る議会としての説

明責任を果たすことを目的とし、本会議、委員会及び全員協議会において実施する。 

 

 (自由討議の議題) 

第 3 条 自由討議の議題は、本会議及び委員会にあっては議員又は市長が提出する議

案及び市民が提出する請願又は陳情とし、全員協議会にあっては自由討議に付すべ

き重要な課題とする。 

 

  （自由討議の開始） 

第 4 条 自由討議は、本会議においては議長の発議又は議員の動議により、委員会に

おいては委員長の発議又は委員の動議により、全員協議会においては議長の発議又

は議員の発議により開始する。 

2  議員又は委員による動議及び発議は、2 人以上の賛成者（発議者を含む。）を必要

とする。 

3 前 2 項の場合において、自由討議を発議する場合は、当該自由討議の趣旨及び目的

を明確に示さなければならない。 

4 本会議及び委員会における自由討議は、質疑後・討論前に行うものとし、自由討議

後の質疑は行わないものとする。ただし、議長又は委員長が必要と認める場合は、

この限りでない。 

5 全員協議会における自由討議は、市長その他の執行機関からの報告事項後に行うも

のとする。 
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(発言者等) 

第 5 条 発言者は、議長及び委員長が指名するものとする。 

2  発言者は、自らの意見や考えを積極的かつ丁寧に述べるとともに他の議員又は委

員の意見に対しても真摯に耳を傾け、討議を尽くして論点を明確にし、最適な結論

を導き出すよう努めるものとする。 

3  市長その他の執行機関及びその職員は、発言に加わらないものとする。ただし、

議長又は委員長から発言を求められた場合及び議長又は委員長から許可を得た場合

は、この限りでない。 

 

(自由討議時間等) 

第 6 条 自由討議は簡潔に行うこととし、議長、委員長は必要があると認めたときは

時間や回数等に制限等を加えることができる。 

 

   (記録及び会議の公開) 

第 7 条 自由討議の記録及び会議の公開については、本会議又は委員会、全員協議会

の記録及び会議の公開の取扱いの規定に準じる。 

 

（その他） 

第 8 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和  年  月  日から施行する。 
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予算決算委員会の在り方への意見等について 

 

会派 

議員名 
提出意見 備考 

山水海 １ 窓口で聞いて理解できる予算決算案につ

いては、窓口で対応してもらうことも必

要では？ 

２ 質問の件数、時間制限は難しいが、あまり

多くなるものについては、各会派で調整

が必要では？ 

３ 委員長より再三一般質問にならないよう

にと注意があるが、質疑精度については

委員各位が配慮すべきでは？ 

 

創風会 １ 窓口に行って、聞けば良いような質疑が、

散見される。 

２ 当初予算審査と決算審査では、取下げが

多すぎる。 

３ 要望が多い、質疑をして欲しい。 

４ 一般質問になっている質疑が多い。 

５ 質問をしなかった議員に一人一問受け付

ける、という委員長の進行は丁寧すぎる

のではないか。 

 

未来 １ 聞けば判る程度の質問は控え、長い一般

質問になれば、委員長が制止する。もしく

は、あらかじめ、議員の持ち時間を制限す

る。 

 

超党はまだ １ （9 月の決算審査時）主要施策等実績報告

書に、執行部により、事業実施評価、うま

くいかなかった理由、残された課題など

を記述してもらう。（業務の負荷になる

が、これは執行部にとっても必要なもの

である） 

 

公明クラブ １ 窓口で確認できる質問は行わない。 

（事業内容だけ聞く） 
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会派 

議員名 
提出意見 備考 

西川議員 １ 審議、審査する件数が多いので効率化が

必要。基本的に所属する委員会の所管す

る予算決算について担当するものとし、

所属委員会以外の案件については、1 人当

たりの件数を決めて行ってはどうか。（例

えば、所属委員会以外の予算決算につい

ての質疑は 1 人 5 件まで） 

 

西村議員 １ 決算審査（9 月議会）のあり方についての

意見 

  予算決算委員会における質疑終了後、1 日

程度の設定で３つの常任委員会ごとに分

かれて意見を集約し、その集約した意見

を全体会において発表し、最終的に予算

決算委員会としての付帯意見としてまと

め上げる方式を提起したい。 

（現状に対する問題意識） 

 1 年間の市政運営の決算審査にあたり、結

果的に数百に及ぶ事業に対し何の付帯意

見もつけずに「認定」とする議員が相当数

存在する現状は、改善の必要アリと考え

る。 

 また、質疑終了後、すぐに議員に意見を求

める（書いてもらう）現在のやり方では、

議員の理解が深まらないように感じてい

る。 

 少人数で意見が出やすい状況をつくるた

めにも、常任委員会単位での意見集約を

スケジュールに加え、意見集約を２段階

制にすることで上記２項目の弱点の強化

をめざす。 

 

 



各種委員会等の開催状況報告について  

【議会申し合わせ事項（該当部分抜粋）】 その他_第 4章_全員協議会 

9  一部事務組合、浜田市都市計画審議会、浜田市土地開発公社の代表者は、会議の

開催状況、概要等について、毎年１回文書又は口頭で状況報告を行うこととする。 

 

【報告者（過去事例）】 

 （浜田市江津市旧有福村有財産共同管理組合議会）副議長 

 （浜田地区広域組合議会）広域の議長 

 （その他）年長議員  に人選を依頼している。 

 

委員会等名称  
選出議員  

(令和元年 11 月選出後 ) 

会議状況の報告  

(令和 2 年 3 月説明者 ) 

浜田市江津市 旧有福

村有財産共同管理組

合議会議員  

（副議長報告）  

西川議員、川上議員、布施議員、 

田畑議員、西田議員、佐々木副議長 
佐々木副議長  

浜田地区広域行政組

合議会議員  

（組合議長報告）  

沖田議員、串﨑議員、野藤議員 

上野議員、岡本議員、牛尾議員 
牛尾議員  

浜田市  

都市計画審議会委員  

（年長議員報告）  

川上議員、串﨑議員、野藤議員、 

飛野議員、岡本議員、永見議員 

佐々木副議長 

飛野議員  

浜田市  

土地開発公社理事  

（年長議員が報告者

を調整）  

川上議員、笹田議員、布施議員、 

澁谷議員、牛尾議員 
牛尾議員  

 

 

状況報告日：令和 3 年 3 月 17 日（水）全員協議会（本会議終了後）  

 

※各委員会において作成された報告書は、全員協議会開催 3 日前までに  

事務局へ提出をお願いします。  
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